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スズメバチの巣駆除事業について 
  

市民が安全で生活できるように、刺されると危険なズズメバチの巣駆除費用の一 
部を補助します。 
 
１ 補助内容 

補助対象者 補助事業者は、下記に掲げる用件のいずれかに該当するものとし
ます。 
1 巣がある建物若しくは土地を所有、管理し、又は使用している
個人であること。ただし、山林、原野、河川等の日常生活に支障
のない範囲の巣は対象外となります。 
2 本市自治会 
3 その他市長が認めるもの 

補助対象と
なる事業 
 

 市と協定を締結した指定業者が行うススメバチの巣の駆除。 
 ただし、天井裏、床下、高所、土中など特殊な場所に巣があり、 
交付対象の駆除費用を超える場合、その超過分に係る費用は補助
事業者（個人）の負担とします。 

負担割合 駆除費用 １０，０４４円（１個につき） 
（内訳） 
市補助額  ５，０４４円 
個人負担額 ５，０００円 

駆除手続 ＜手順＞ 
①指定業者に直接電話を掛け駆除依頼を行う。 
②依頼を受けた指定業者は、依頼者と駆除日程の調整を行い駆除
の実施。 
③依頼者は、個人負担 ５，０００円を指定業者へ支払う。 
④指定業者は、市助成額分を一括して、市へ請求 
⑤指定業者に対して、助成金を振り込む。 

 

２ 過去５年間における駆除件数 
 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

駆除件数 ３６４ ３９１ ５４７ ４５５ ３１１ 

 
３ 予算状況 

平成３０年度  当初予算         ４，０５０，０００円 
                補正後           １，７１９，０００円 

決算額            １，６２９，０１８円 

平成３１年度  当初予算        ３，００９，０００円 
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